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はじめに

　2012 年度家計調査報告（総務省公表）によれば、高齢無職世帯の収入に占める公的年金などの社会保障給付の割合は、

87％を占めている。国民皆年金体制のもとで、公的年金は国民生活に広く定着し、特に、高齢世代の生活を支える重要

な収入源となっている。

　公的年金については、これまで、国民年金保険料未納問題、年金記録漏れ問題などさまざまな問題が指摘され、社会

的関心を呼んできた。これらももちろん重要であるが、賦課方式に基づいている日本の公的年金が抱える最大の問題は、

少子高齢化が進行するなかでの年金財政の持続可能性についてであろう。最大の公的年金である厚生年金の財政は、

2003 年度以降単年度収支が赤字基調となり、積立金残高は 2002 年度末の 138 兆円から 2012 年度までに約 33 兆円減少

している。

　公的年金の問題は、現在受給している高齢世代だけでなく、将来の受給世代となる現役世代にとっても重要な問題で

あり、世代間で活発な議論がなされるべきである。しかし、公的年金は、制度が複雑で数理的精緻さもあるため、こう

した議論を深めるには、本質的な問題をより分かりやすい形で提示することが必要であると思われる。

　本稿は、年金財政をバランスさせる単純な理論式に統計データをあてはめて試算した財政収支と、現実の財政収支と

を比較することにより、公的年金の財政問題を把握するとともに、持続可能な年金制度に向けての改革の方向性を考察

したものである。

　（注）	１．加入者数等は 2011 年度末現在。

	 ２．厚生年金基金は私的年金（企業年金）だが、厚生年金の代行部分があるため表示。

図表１　日本の公的年金制度の概観

１　公的年金制度の概観と財政の現状

⑴　公的年金制度の概観

　公的年金の財政分析を行う前提として、現在の公的年

金制度のポイントを簡単にレビューしておく。以下では、

政府が所管している国民年金（基礎年金）制度と厚生年

金制度を中心にみていく。

　日本の公的年金制度は、図表１のように、全国民に定

額の年金給付を行う国民年金（基礎年金）制度と、被用

者を対象に報酬比例の年金を支給する被用者年金制度の

二階建ての構造となっている。被用者年金制度は、民間

サラリーマンを対象とする厚生年金と公務員等を対象と

する共済年金とからなる。国民年金（基礎年金）と厚生

年金は制度の運営主体が国であるが、共済年金の運営主

体は、共済組合等（国家公務員共済組合・同連合会、地

方公務員共済組合・同連合会、私立学校振興・共済事業

団）である。

　公的年金制度における保険料や年金給付などに関する
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資金の流れを図示すると、図表２のようになる。

　1961 年に創設された国民年金制度は、当初は被用者

年金制度に加入していない自営業者等を対象としていた

が、86 年に、20 歳から 59 歳の全国民を対象としたもの

に改正された。改正後の国民年金制度は、創設当初から

対象となっていた自営業者等を第 1号被保険者、被用者

年金制度の加入者を第 2号被保険者、第 2号被保険者の

被扶養配偶者を第 3 号被保険者とし、これらの者に 65

歳から定額の基礎年金を給付する制度となった。

　基礎年金の給付金は、政府の特別会計である基礎年金

勘定から支出されるが、その財源は、各制度からの拠出

金で賄われる。国民年金制度の第 1号被保険者は毎月定

額の国民年金保険料を納付するが、これらの資金は国民

年金勘定で管理され、国民年金勘定から基礎年金勘定へ

基礎年金拠出金として支出される。第 2号被保険者につ

いては、それぞれが納付する厚生年金保険料や共済組合

掛金を管理する厚生年金勘定や共済組合等から、基礎年

金拠出金として基礎年金勘定に拠出される。第 3号被保

険者については、保険料の直接的な負担がないため、扶

養配偶者が加入する制度（夫が民間サラリーマンであれ

ば厚生年金、公務員等であれば共済年金）が基礎年金拠

出金を負担することとなっている１）。

　なお、各制度における基礎年金拠出金の負担割合は、

被保険者数の割合に応じて按分される２）。また、基礎年

金の給付にかかる費用は、2009 年度からその 2 分の 1

図表２　年金特別会計を通じた資金の流れ

を国庫が負担することとなり、各制度に対して該当金額

が一般会計から支払われている。

　このほかの主要な資金の動きは次のようになる。年金

財政収入の主要部分を占める保険料については、前記の

ように第 1号被保険者からは毎月定額の国民年金保険料

が徴収され、第 2号被保険者からは、給料や賞与を標準

報酬にクラス分けし、標準報酬額に保険料率（掛金率）

を乗じた額が被用者と事業主とで按分され徴収される。

第 3号被保険者からの直接的な保険料徴収は行われてい

ない。

　保険料以外の収入として、積立金の運用収入がある。

運用環境が比較的良好だった 2000 年代初めまでは年金

財政収入のなかである程度のシェアを占めていたが、運

用環境が悪化した 2000 年代前半以降では、運用収入は

大きく落ち込んでいる。

　一方、年金財政支出は、年金給付金と基礎年金拠出金

が主要なものである。年金給付金については、基礎年金

は、受給資格を有する 65 歳以上の者に対して、定額の

年金として支払われる。厚生年金や共済組合からは、報

酬比例の年金が支払われ、年金額は、加入期間の平均標

準報酬額に支給乗率と保険料払込期間を乗ずることによ

り計算される。個々の受給者の年金額をすべての受給者

について集計したものが年金給付金となる。基礎年金拠

出金については既に説明したとおりである。

　これらの公的年金制度の財政は、賦課方式が採用され
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ており、現役世代が払い込む保険料が受給世代に給付さ

れる年金の財源となる。保険料などの収入が年金給付な

どの支出を上回る場合は、積立金として積み立てられ、

収入が支出を下回る場合には積立金が取り崩され、支出

に充当される３）。

　

⑵　公的年金の財政の現状

　前項で述べた制度の概要をもとに、公的年金、なかで

も政府が所管している基礎年金、国民年金、厚生年金の

三つの特別会計の財政の現状を整理すると以下のように

なる。なお、これらの三つの財政については、簿価ベー

スの単年度収支４）を分析の対象としている。

　ａ．基礎年金勘定と国民年金勘定の財政の現状

　最初に、国民年金制度における基礎年金勘定と国民年

金勘定の財政についてみていく。基礎年金は、65 歳以

上の受給権者に対し定額の年金を支給するものであり、

その資金は基礎年金勘定で管理される。前記のように、

基礎年金の給付に要する費用は、国が負担する分を除い

て、国民年金勘定と厚生年金・共済年金の被用者年金制

度が、基礎年金拠出金としてその被保険者数に応じて負

担することになっている。このため基礎年金勘定の収支

は基本的に均衡しており、赤字が累積することはない（図

表３）。

　国民年金勘定においては、第 1号被保険者にかかる保

険料収入や年金給付にかかる資金が管理される。収入は

国民年金保険料が大部分を占め、支出の大半は基礎年金

拠出金である５）。国民年金保険料の納付率低下傾向を考

慮すると、国民年金勘定の財政収支は赤字が続いている

図表３　基礎年金の財政状況

のではないかと思われるが、支出の大半を占める基礎年

金拠出金の算出が、国民年金保険料の免除者や未納者を

除いた算定対象者数を基に計算されるため、現状では、

国民年金勘定の財政収支は概ねバランスがとれていると

みなしてよいものと思われる。

　基礎年金拠出金と基礎年金交付金は、決算ベースの金

額（当該年度の概算値に前々年度の精算値が加算された

もの）と確定値（決算の後で最終的に確定した金額）が

大きく異なる場合があるため、図表４では、決算ベース

の財政収支尻とともに、基礎年金拠出金と基礎年金交付

金を確定値で置換えた確定値ベース財政収尻６）を参考

として掲げている。

　ｂ．厚生年金勘定の財政の現状

　厚生年金は最大の公的年金制度であり、その資金を管

理する厚生年金勘定は、図表５のように、97 年度まで

は多額の黒字を計上していたが、98 年度から黒字縮小

方向に転じた。さらに、2003 年度に赤字に陥り、2005

年度以降大幅な赤字を計上している。その原因は、98

年度頃から保険料収入や積立金運用収入などの財政収入

が伸び悩む一方で、年金給付費や基礎年金拠出金などの

財政支出が増勢を続けてきたことにある。

　主要な財政収入である保険料収入の増勢鈍化は、被保

険者数の伸び悩みや保険料計算の対象となる標準報酬す

なわち賃金水準の伸び悩みに主たる原因がある。積立金

運用収入は、90 年代までは財政収入のかなりのウェイ

トを占めていたが、2000 年代になって大きく減少した。

これは、金利の低下など経済のデフレ化傾向で資金運用

環境が悪化したためである。一方、財政支出面では、年
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金給付費や基礎年金拠出金が増加傾向にあるが、これは

年金受給者の増加が主因である。

　これらを総合すれば、厚生年金の財政悪化の要因とし

て、少子高齢化の進行による被保険者数の伸び悩みや年

金受給者の増加、経済成長力の低下による賃金の伸び悩

みや金利低下などがあげられる。なお、これらの要因以

外に、基礎年金拠出金の増加には各制度間の負担割合の

図表４　国民年金の財政収支尻

図表５　厚生年金の財政状況

算出方法も影響している。これについては後で詳述する。

厚生年金勘定には、公的年金の制度変更にともなう制度

間調整交付金なども含まれるため、これらの要因や上記

運用収入を除いた本来の年金部分のみの収支（収入は保

険料と国庫負担、基礎年金交付金からなり、支出は年金

給付金と基礎年金拠出金からなる収支７）で、以下「骨

格部分収支尻」と呼ぶ）をみていく必要がある。厚生年
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金勘定の全体の財政収支尻と骨格部分収支尻を比べてみ

ると、骨格部分収支尻は 98 年度から赤字に陥ったが、

この時期には全体の収支尻はまだかなりの黒字を維持し

ている（図表５）。全体の収支尻が赤字になるのは 2003

年度頃からであるが、この時期には骨格部分収支尻は赤

字のピークに近い状況にある。2005 年度以降全体の収

支尻は高水準の赤字を続けるが、骨格部分収支尻の赤字

はわずかながら改善傾向となっている。

　全体の収支尻と骨格部分収支尻との差は、主として積

立金運用収入によるものである。積立金運用収入は

2001 年度頃までは収入全体に占めるシェアも大きく、

骨格部分収支尻の赤字を埋め合わせていたが、その後、

減少幅が拡大し、特に、リーマンショック後の 2009 年

度以降は大きく縮小している（図表６）。

　こうした財政状況の結果、厚生年金の積立金は、2002

年度末の 138 兆円をピークに減少傾向を続け、2012 年

度末には 105 兆円となり、この 10 年間で 33 兆円減少し

ている。今後もこうした赤字が続くとすれば、将来世代

に大きな負担を課することになる。

　以上のように、公的年金の財政については、基礎年金

勘定は収支が均衡するように設計されており、国民年金

勘定の収支も、現状までのところほぼバランスがとれて

いるとみなしてよいものと思われる。こうした点から、

公的年金の財政上の問題点は、厚生年金勘定の財政の不

均衡に集約化されているとみることができる。

図表６　厚生年金の財政状況（骨格部門収支尻と運用収入）

２　公的年金の財政の分析

⑴　本研究のねらい　

　公的年金の財政については、毎年、厚生労働省の社会

保障審議会年金数理部会から『公的年金財政状況報告』

が公表されている。この報告書では、公的年金の財政に

ついて、保険料収入や年金給付費、運用収入などの主要

な収入・支出項目の前年度および過去のデータとの比較

分析などが示され、被保険者や受給者などに関する詳細

な分析がなされている。本稿の財政分析で使用している

統計データも、ほとんどが上記報告書とその付属資料に

掲載されている統計データである。

　このほか、年金扶養比率や総合費用率などの財政指標

による分析も行われており、また、2004 年度の公的年

金改革において制度化された 5年ごとの財政検証や財政

再計算結果との比較分析もなされている。

　年金財政の今後について検討するには、5 年ごとの財

政検証との比較などが一つの考え方ではあるが、財政検

証自体が 100 年というきわめて長い期間であり、検証数

値も前提の置き方（人口成長や経済成長率、賃金上昇率、

運用利回りなど）によって大きく変わってくるため、も

う一つ現実感に乏しい。

　本稿では、年金財政を均衡させる単純な理論式に、統

計データをあてはめて計算した財政収支尻（試算値）と、

現実の財政収支尻（現実値）とを比較検討することによ

り、収支不均衡の原因を洗い出し、収支均衡へ向けての

方向性を考察している。
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⑵　厚生年金の財政の分析

　前記のように、公的年金の財政の現状における問題点

は、厚生年金勘定の財政不均衡に集約されているという

ことができる。このため、以下では、厚生年金勘定を中

心に財政分析を行う。

　厚生年金の財政について、本質的な部分を際立たせる

ため、積立金の運用収入等は除き、骨格部分収支尻、す

なわち収入は保険料収入と国庫負担のみ、支出は、年金

給付費と基礎年金拠出金のみについて考えることとする

厚生年金財政収入（保険料収入）＝平均賃金×保険料率×現役労働者数

　　　　＝平均標準報酬額×厚生年金保険料率×厚生年金被保険者数

　　　　＝ 1人あたり厚生年金保険料×厚生年金被保険者数　……①

厚生年金財政支出＝厚生年金給付額＋厚生年金が負担する基礎年金拠出金額

　＝（1人あたり厚生年金給付額×厚生年金受給者数）＋（厚生年金の 1人

　あたり基礎年金拠出金額×厚生年金被保険者数）　　　　 　……②

1人あたり厚生年金給付額≦｛（1人あたり厚生年金保険料―厚生年金の 1

人あたり基礎年金拠出金額）×（厚生年金被保険者数／厚生年金受給者数）｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……③

８）。なお、国庫負担は基礎年金拠出金を対象としたもの

であるため、基礎年金拠出金は国庫負担を除いたものを

考える。

　上記のような前提のもとで、厚生年金の財政収入と財

政支出は次のように表される。なお、以下の式における

「1 人あたり」の意味は、年金給付額については「受給

者 1人あたり」であり、保険料や基礎年金拠出金につい

ては「被保険者 1人あたり」である。

　ここで、厚生年金が負担する基礎年金拠出金額は、次

のように計算される。下記式において 1／ 2を乗じてい

るのは、基礎年金給付費について半額の国庫負担があり
９）、これを除いて考えるためである。

厚生年金が負担する基礎年金拠出金額＝（基礎年金

全体の給付額× 1 ／ 2）×（厚生年金の基礎年金算

定対象者数／全基礎年金算定対象者数）

　保険料の免除者や未納者が少ない場合には、基礎年金

算定対象者数と被保険者数との差は少なくなり、上の式

は次の式で代替可能となる。

厚生年金が負担する基礎年金拠出金額＝（基礎年金

全体の給付額× 1 ／ 2）×｛（厚生年金第 2 号被保

険者数＋厚生年金被保険者に扶養される第 3号被保

険者数）／公的年金全体の被保険者数｝

　なお、厚生年金の 1人あたり基礎年金拠出金額は、上

式の両辺を厚生年金被保険者数（厚生年金第 2号被保険

者数）で割ったものである。

　厚生年金の財政がバランスする条件は、財政支出≦財

政収入であり、①②式から次のようになる。

（厚生年金給付額＋厚生年金が負担する基礎年金拠

出金額）≦厚生年金保険料収入

　上式は次のように展開される。

｛（1 人あたり厚生年金給付額×厚生年金受給者数）

＋（厚生年金の 1人あたり基礎年金拠出金額×厚生

年金被保険者数）｝≦｛1 人あたり厚生年金保険料

×厚生年金被保険者数｝

　これを整理すると、次の式が導かれる。

　③式における厚生年金被保険者数／厚生年金受給者数

は、厚生年金の年金扶養比率（1 人の年金受給者が何人

の被保険者によって支えられているかを示す比率）であ

る。年金扶養比率が上昇すると財政収支は好転し、年金

扶養比率が低下すると財政収支は悪化することになる。

　98 年度以降の各年度において、③式に実際のデータ

をあてはめて財政収支尻を試算し、それを実際の財政収

支尻と比較したものが図表７である。試算に使用した統

計データとその計算方法等については、次の処理を行っ

ている。

①基礎年金拠出金の算定は、各制度の算定対象者数の

頭割りで計算されるが、本来は被保険者数の頭割り

で計算されるのが望ましいと考えられるため、試算

値では被保険者数を基に計算したもの（被保険者

ベース試算値）と算定対象者数を基に計算したもの

（算定者ベース試算値）の二つを掲載している。

②厚生年金の受給者は、老齢相当、通老相当、障害年

金、遺族給付に分類されるが、通老相当は年金加入

期間も短く、1 人あたり年金給付額も少ない。この

ため、老齢相当の受給者の 1人あたり年金給付額を

１として、その他をウェイト付けし、そのウェイト

に基づいて厚生年金受給者数の修正計算を行い、こ

の修正受給者数で試算を行った。

③厚生年金受給者は、65 歳になると、基礎年金勘定

から定額の老齢基礎年金を、厚生年金勘定から報酬

比例の老齢厚生年金を支給される。一方、60 ～ 64
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歳では定額部分と報酬比例部分を含む特別支給の厚

生年金が支給されている 10）。また、旧法（1986 年

の基礎年金制度導入以前）における厚生年金の支給

にも定額部分と報酬比例部分が含まれている。試算

では、特別支給や旧法に基づく厚生年金の支給のう

ち、基礎年金相当部分は基礎年金勘定から支払われ、

報酬比例部分は厚生年金勘定から支払われるものと

して計算している 11）。このため、③式の 1 人当た

り厚生年金給付額は、「老齢基礎年金月額を加算し

た平均年金月額」から「老齢基礎年金平均月額」を

控除した金額を使用して試算している（巻末統計表

７参照）。

　図表７では、試算値（被保険者ベース）の骨格部分収

支尻は実績値（決算ベース）のそれに比べて赤字幅が少

なっており、試算値（算定者ベース）の赤字幅は実績値

（決算ベース）に近い。試算値（被保険者ベース）と試

算値（算定者ベース）の差は、基礎年金拠出金の計算に

被保険者数（保険料免除者は除く）を使う場合と算定対

象者数を使う場合の差である。厚生年金の場合は被保険

者数と算定対象者数に大きな差はないが、国民年金の第

1 号被保険者については、保険料未納者の増加で、被保

険者数に比べて算定対象者数がかなり少なくなってお

り、その分、被用者年金制度の負担が大きくなり、特に、

厚生年金の負担が大きくなっている。一方、試算値（算

定者ベース）の赤字幅が実績値（決算ベース）に近いこ

とから、試算値（被保険者ベース）と実績値（決算ベー

ス）の差も基礎年金拠出金の計算方法の差によってかな

図表７　厚生年金の骨格部分収支尻（実績値と試算値）

りの部分が説明できることになる。

　厚生年金の骨格部分収支尻を 2011 年度についてみる

と、試算値（被保険者ベース）では約 5兆円の赤字であ

るが、実績値では 5兆 7千億円の赤字であり、試算値（算

定者ベース）では約 5兆 5千億円の赤字である。試算値

（被保険者ベース）と実績値の差は約 7千億円であるが、

このかなりの部分が基礎年金拠出金の算定方法の違いに

よるものとみなすことができる 12）。

　以上は厚生年金勘定について分析を進めてきたが、国

民年金勘定についても同様の考察が可能である 13）。

⑶　試算値を通じた分析による財政状況の把握

　前項の試算値を通じた分析から、次のような推論が導

き出せよう。

　第一は、厚生年金の財政は 2003 ～ 2004 年度を底に改

善傾向にあることである。試算値（被保険者ベース）で

は、2003 年度に 6 兆 3 千億円の赤字であったものが、

2011 年度には 5兆円の赤字に縮小している。実績値（決

算ベース）では 2004 年度に約 7兆 1千億円の赤字であっ

たものが、2011 年度には 5 兆 7 千億円の赤字となり、

2012 年度には 4兆 7千億円の赤字にまで縮小している。

　実績値（決算ベース）は、基礎年金拠出金や基礎年金

交付金について、当年度は概算値で計算し、確定値と相

違があった場合に翌々年度の決算で精算することとなっ

ているため、振れが大きいという特徴がある（試算値で

はこうした影響はない）。こうした点を考慮しても、実

績値（決算ベース）でも改善傾向にあるとみなすことが

できよう（図表７）。厚生年金の財政が改善傾向にある

数



129

日本における公的年金の財政の現状と課題

要因としては、被保険者数がわずかながら増加あるいは

横ばい傾向にあることに加えて、2004 年の年金改革に

より保険料率を毎年度 0.354％ずつ引き上げていること
14）、基礎年金の国庫負担が引き上げられたこと（2009

年度に 2分の 1へ）の影響などが考えられよう。

　第二は、国民年金の納付率低下が、基礎年金拠出金の

算定方法（未納者は算定対象者に含まれない）によって、

厚生年金の財政負担を大きくしていることである。この

ことは逆に、国民年金の保険料納付率を上昇させれば、

厚生年金の単年度収支の赤字縮小につながることを意味

する。

　第三は、収入面と支出面をセットで考えると、第 3号

被保険者については支出（基礎年金拠出金）があっても

直接的な収入はないことである。扶養配偶者が厚生年金

の被保険者（第 2号被保険者）の場合、その被扶養配偶

者（第 3号被保険者）は、厚生年金が負担する基礎年金

拠出金を算定する際に算定対象者に含まれる。従って、

基礎年金拠出金の一部を負担するが、第 3号被保険者か

らは直接保険料を徴収しているわけではない 15）。厚生

年金の年金扶養比率が高い（受給者数に比べて被保険者

数が大きい）状況では、財政にゆとりがあり問題はなかっ

たが、少子高齢化が進んで年金扶養比率が低下してきた

現状では、第 3号被保険者にかかる基礎年金拠出金負担

分が、厚生年金の財政赤字の一因となっているという見

方もできよう。

３　公的年金の財政再建の方向

　前記のように、厚生年金の財政は、2011 年度時点に

おいて単年度収支の骨格部分収支尻が 5兆 7千億円の赤

字となっている（運用収入等を含む全体の収支尻では 4

兆 9 千億円の赤字）。2012 年度では骨格部分収支尻が約

4 兆 7 千億円の赤字（全体の収支尻では 3 兆 5 千億円の

赤字）に縮小している。厚生年金制度を持続可能なもの

としていくためには、まずは上記赤字額の削減を図る必

要がある。

　骨格部分収支尻が赤字であるということは、年金給付

額の過大、あるいは保険料徴収額の過少が存在している

ということであり、これは構造的な赤字である。こうし

た赤字幅を放置しておくことは、将来世代に大きな負担

を課することになる。

　上記財政赤字削減の方策としては、次のようなものが

考えられる。

　第一は、年金給付の払い過ぎの解消として、過去の物

価下落時（1999 ～ 2001 年）に特例として据え置かれた

年金（特例水準 2.5％分）の引き下げを着実に実施する

ことである。これについては、すでに年金減額法が成立

（2012 年 11 月 16 日）しており、2013 ～ 2015 年度の 3

年間（2013 年 10 月▲ 1.0％、2014 年 4 月▲ 1.0％、2015

年 4 月▲ 0.5％）で実施することとされており、着実な

実施が求められる 16）。

　第二は、国民年金第 1号被保険者について、低下した

保険料納付率を回復させることである。国民年金第 1号

被保険者の保険料納付率の低下（図表８）は、国民年金

図表８　国民年金保険料収入と納付率

同『平成23年度財政状況－国民年金（基礎年金）－』
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の基礎年金拠出金の算定対象者の減少を通じて、厚生年

金が負担する基礎年金拠出金を増やすことにつながって

いる。国民年金保険料の未納分がなくなれば、その分、

厚生年金が負担する基礎年金拠出金が少なくなり、厚生

年金の財政赤字縮小につながる 17）。

　第三の方策としては、100 兆円を超える年金積立金の

運用益を確実に確保していくことである。資産運用にお

けるリターンとリスクはトレードオフの関係にあり、リ

ターンを追求するとリスクも大きくなる。利用可能な資

産運用技術を駆使して、リスクを極力抑えつつリターン

を大きくしていく努力が求められる。運用益が大きくな

ればその分財政赤字が削減される。

　第四は、適切なマクロ経済運営によって、デフレから

脱却し、賃上げ等の実現を図っていくことである。雇用

が増え賃金が上昇すれば、被保険者数が増加し、標準報

酬額も増加して保険料収入が増えることになり、財政赤

字削減につながる。現在、アベノミクスの効果で景気が

回復傾向にあるが、こうした経済状況が今後も続いてい

くことが望まれる。

　これらの方策によってもなお財政赤字が残る場合に

は、さらなる年金給付額の減額や保険料の引き上げが必

要となるが、その際に検討課題となるのは、国民年金第

3 号被保険者（第 2 号被保険者の被扶養配偶者）からの

保険料徴収についてであろう。これまで、第 3号被保険

者からは直接的な形で保険料を徴収することはなかった

が、国民年金の第 1号被保険者の場合は、夫婦であって

も保険料はそれぞれが負担し、国民年金勘定を通じて基

礎年金拠出金を支払っているし、結婚後も働いて第 2号

被保険者となっている女性は保険料を納付している。公

平性を保つ観点からも第 3号被保険者からの保険料徴収

が検討されることが望ましいと思われる。

おわりに

　以上、厚生年金を中心に、年金財政を均衡させる単純

な理論式に、統計データをあてはめて計算した財政収支

と、現実の財政収支とを比較することなどを通じて、公

的年金財政の分析と財政赤字削減の方策などについて述

べてきた。本稿のねらいは、公的年金に関する理解や公

的年金に関する諸問題を、簡素でより具体的に、分かり

やすい形で提示することにある。そうしたねらいが達成

できたかどうかは、読者の判断を待つことになる。

以　上

注

１） 基礎年金が導入された 1986 年度よりも前の旧法に

よる年金給付に要する費用のうち、基礎年金に相当す

る給付に要する費用（旧法による国民年金の給付や厚

生年金の定額部分の給付など）は「基礎年金相当給付

費」あるいは「みなし基礎年金給付費」と呼ばれる。

この基礎年金相当給付費と新法の基礎年金給付費の合

計が、基礎年金拠出金として各制度から基礎年金勘定

に支出される。このうち、基礎年金相当給付費の部分

は、基礎年金交付金として基礎年金勘定から再び各制

度に戻され、各制度から受給者に給付される。

２） 基礎年金拠出金の各制度の負担割合を算出する際の

対象被保険者数を基礎年金拠出金算定対象者数とい

う。厚生年金や共済年金の被用者年金制度の場合は、

第 2号被保険者のうち 20 歳以上 60 歳未満の者が対象

となる。国民年金制度の場合は、任意加入を含む第 1

号被保険者が対象となるが、保険料全額免除者や未納

者は除かれる。また、保険料一部免除者はその免除割

合に応じてカウントされる。第 1号被保険者について

は、保険料の免除者や未納者が多数存在するため、被

保険者数と算定対象者数が大きく異なっているのが実

態である。

３） こうした財政方式は、修正賦課方式ないしは修正積

立方式と呼ばれることもある。

４） 基礎年金、国民年金、厚生年金の特別会計の財政運

営は、積立金を活用する有限均衡方式がとられている

ため、「積立金より受入」が収入に含まれている。し

かし、年金財政の観点からは収入から除くのが適当で

ある。このため、厚生年金・国民年金勘定の収入から

「積立金より受入」を除き、基礎年金勘定の収入から「前

年度剰余金受入」を除いた単年度収支を分析の対象と

している。なお、社会保障審議会年金数理部会『公的

年金財政状況報告』では、上記単年度収支については、

運用収入（簿価ベース）等を除いた「運用損益分を除

いた単年度収支」と、運用による損益（時価ベース）

が掲載されている。

５） このほかの支出として、旧法に基づく国民年金の給

付（基礎年金相当給付費）がある。旧法および新法の

基礎年金給付にかかる費用が、基礎年金拠出金として

国民年金勘定から基礎年金勘定に支出された後で、旧

法分について、基礎年金交付金として基礎年金勘定か

ら国民年金勘定に戻され、これを財源として国民年金

勘定から受給者に給付が行われる（新法分については

基礎年金勘定から支払われる）。国民年金勘定の財政

収支の観点からは、旧法に基づく国民年金の給付は基

礎年金交付金と相殺可能なものであり、財政収支尻に

は影響しない。
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６） 確定値は決算後に確定したものであり、単年度収支

において、決算ベースの基礎年金拠出金や基礎年金交

付金の金額を確定値で置き換えたものは、正確な決算

数値とはいえないが、財政の傾向をつかむには、この

確定値ベースでの収支尻が参考になるものと思われ

る。

７） 旧法に基づく厚生年金の給付のうち基礎年金に相当

する部分（基礎年金相当給付費）は、基礎年金拠出金

として厚生年金勘定から基礎年金勘定へ支出された後

で、基礎年金交付金として再び厚生年金勘定へ戻され、

厚生年金勘定から受給者に給付される。厚生年金の単

年度収支では、基礎年金交付金が収入に計上され、旧

法の基礎年金相当給付費は全体の年金給付費に合算さ

れて支出に計上される。こうした性質から、基礎年金

交付金と基礎年金相当給付費は相殺可能なものである

（相殺しても財政収支尻に影響しない）。

８） ここでは、旧法に基づく基礎年金相当の給付は基礎

年金勘定から支払われるものと考え、厚生年金の給付

費には基礎年金相当給付費は含まないものとする。こ

の結果、収入の部の基礎年金交付金は発生しない。

９） 基礎年金の国庫負担率については、2003 年度まで

は 1 ／ 3、2004 年度は 1 ／ 3 ＋ 272 億円、2005 年度

は 35.1％、2006 年度は 35.8％、2007 年度と 2008 年

度は 36.5％、2009 年度以降 1／ 2となっている。

10） 特別支給の定額部分の支給開始年齢は順次引き上げ

られており、2014 年度には定額部分の支給はなくな

る。

11） こうした取扱いをすることにより、基礎年金勘定か

ら各制度への基礎年金相当給付費の戻入れ（基礎年金

交付金）と、それを財源とする基礎年金相当の年金給

付はなくなる。

12） 試算値（被保険者ベース）と実績値（決算ベース）

の差約 7千億円のうち、基礎年金拠出金の算定方法の

違いによるものが約 4 千億円であり、それ以外の約 3

千億円が保険料収入や年金給付費の差によるものであ

る。

13） 国民年金勘定の財政が均衡する条件は、基礎年金拠

出金≦保険料収入である。国民年金勘定の基礎年金拠

出金の負担額は次のようになる。

基礎年金拠出金額＝（基礎年金全体の給付額× 1／ 2）

×（国民年金の基礎年金算定対象者数／全基礎年金算

定対象者数）

　国民年金の基礎年金算定対象者数は保険料を納付し

ている第 1号被保険者数と、全基礎年金算定対象者数

は保険料を納付している基礎年金被保険者数と置き換

えることが可能であり、上の式は次のようになる。

　基礎年金拠出金額＝（基礎年金全体の給付額× 1／

2）×（保険料納付第 1 号被保険者数／保険料納付基

礎年金被保険者数）

＝（1 人あたり基礎年金給付額×基礎年金受給者数）

× 1／ 2×（保険料納付第 1号被保険者数／保険料納

付基礎年金被保険者数）

　一方、保険料収入は次のように計算される。

　保険料収入＝ 1人あたり国民年金年額保険料（月額

保険料× 12 か月）×保険料納付第 1号被保険者数

　前記の国民年金勘定の財政バランス条件式から、次

のように整理できる。

　｛（1 人あたり基礎年金給付額×基礎年金受給者数）

× 1／ 2×（保険料納付第 1号被保険者数／保険料納

付基礎年金被保険者数）｝≦ 1 人あたり国民年金年額

保険料×保険料納付第 1号被保険者数

　これを整理すると、次の式が導かれる。

（1 人あたり基礎年金給付額× 1 ／ 2）≦｛1 人あたり

国民年金年額保険料

　　×（保険料納付基礎年金被保険者数／基礎年金受

給者数）｝

　ここで、保険料納付基礎年金被保険者数／基礎年金

受給者数は基礎年金の年金扶養比率である。上の式で

は、保険料納付第 1号被保険者数が相殺されてでてこ

ないが、これは、保険料納付第 1号被保険者数が国民

年金勘定の財政バランスに関係がないことを示してい

る。財政バランスには、受給者 1人あたり基礎年金給

付額と被保険者 1 人あたり国民年金保険料との比率、

基礎年金の年金扶養比率が関係してくることになる。

14） 厚生年金の保険料率は、2003 年度に総報酬制の導

入により低下（2002 年度の 17.35％から 13.58％へ）

した後、2004 年度以降毎年 0.354％ずつ引き上げられ

ている。今後も毎年 0.354％の引き上げが行われ、

2017 年度に 18.3％に達した段階で固定されることに

なっている。

15） 第 3号被保険者の基礎年金拠出金負担分が、扶養配

偶者（第 2号被保険者）から徴収する保険料に含まれ

ているとの見方もできるが、明確な形で徴収されてい

るわけではない。

16） 特例水準 2.5％分の引き下げによって、基礎年金も

含む公的年金全体で 1兆円程度の給付額削減が可能に

なる。

17） 本試算では、試算値（被保険者ベース）と試算値（算

定者ベース）の差が約 4千億円であり、仮に、国民年

金保険料の未納者が無くなった（保険料免除者を除く

被保険者がすべて保険料を納付する）とすれば、厚生

年金の財政赤字を 4 千億円程度削減する効果があろ

う。
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（注）１．第 2号被保険者には厚生年金保険と共済年金の被保険者が含まれる。

　　２．「免除者除く」の意味は、保険料免除者は除いているが猶予者は含めている。

　　３．保険料一部免除者は免除割合に応じウエイトづけしている。

（注）修正受給者数は、筆者推計による（老齢相当、通老相当、障害年金、遺族給付の 1人あたり年金給付額について

　　　老齢相当を１としてウェイト付けし、そのウェイトに基づいて受給権者数を計算し、全体を合計したもの）。

　　　2011 年度の場合、ウェイトは老齢相当１、通老相当 0.159、障害年金 0.584、遺族給付 0.770 である。
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（注）基礎年金給付費には基礎年金相当給付費を含む。
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（単位、金額は億円、月額は円、被保険者数は千人）

（注）１．１人あたり標準報酬額は 2003 年度以降は総報酬ベース。

　　２．保険料率は年度平均。
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